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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年4月7日(2016.4.7)

【公開番号】特開2014-90171(P2014-90171A)
【公開日】平成26年5月15日(2014.5.15)
【年通号数】公開・登録公報2014-025
【出願番号】特願2013-224298(P2013-224298)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/50     (2010.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/08     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/72     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ   9/16     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/64     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ  11/59     (2006.01)
   Ａ４７Ｆ  11/10     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 115/10     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   33/00     ４１０　
   Ｃ０９Ｋ   11/08     　　　Ｊ
   Ｃ０９Ｋ   11/72     ＣＰＸ　
   Ｃ０９Ｋ   11/72     ＣＰＲ　
   Ｆ２１Ｖ    9/16     １００　
   Ｃ０９Ｋ   11/64     ＣＰＭ　
   Ｃ０９Ｋ   11/59     ＣＱＤ　
   Ａ４７Ｆ   11/10     　　　　
   Ｆ２１Ｙ  101:02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月19日(2016.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　展示物を展示するための装置において、
　前記装置は展示物を照射するものであって、前記装置から発せられ、光束で規格化され
た光のスペクトルにおいて６００ｎｍ以上の波長であって７８０ｎｍ以下の波長である光
のエネルギ面積の値が、光束で規格化された演色性評価用基準光のスペクトルにおいて６
００ｎｍ以上の波長であって７８０ｎｍ以下の波長である光のエネルギ面積の値の８５％
以上であって１５０％以下であり、かつ、
　当該装置から発せられ、光束で規格化された光のスペクトルにおける５００ｎｍの波長
の光の強度の値が、光束で規格化された演色性評価用基準光のスペクトルにおける５００
ｎｍの波長の光の強度の１１０％以上であって２００％以下であり、
　前記装置は、半導体発光素子と、
　前記半導体発光素子を励起源として発光する蛍光体とを備え、
　前記蛍光体は、少なくとも緑色蛍光体および赤色蛍光体を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
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　前記赤色蛍光体は、狭帯域赤色蛍光体である請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記赤色蛍光体の発光ピーク波長は、６４０ｎｍ以上であって７００ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　相関色温度が、２５００Ｋ以上であって７０００Ｋ以下である光を発することを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　ＣＩＥ（１９３１）ＸＹＺ表色系のＸＹ色度図における色度座標が、黒体輻射軌跡曲線
からの偏差ｄｕｖの値が－０．０３以上であって０．０３以下である光を発することを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　ＣＩＥ（１９３１）ＸＹＺ表色系のＸＹ色度図における色度座標が、黒体輻射軌跡曲線
からの偏差ｄｕｖの値が－０．００５以下である光を発することを特徴とする請求項１乃
至５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記蛍光体は、青色蛍光体を含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記
載の装置。
【請求項８】
　前記青色蛍光体の発光ピーク波長は、４４０ｎｍ以上であって５００ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記青色蛍光体の半値幅は、２０ｎｍ以上であって９０ｎｍ以下であることを特徴とす
る請求項７又は８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記青色蛍光体は、（Ｓｒ，Ｂａ，Ｃａ）5（ＰＯ4）3Ｃｌ：ＥｕまたはＢａＭｇＡｌ1

0Ｏ17：Ｅｕであることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記緑色蛍光体の発光ピーク波長は、５１０ｎｍ以上であって５５０ｎｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記緑色蛍光体の半値幅は、６０ｎｍ以上であって１４０ｎｍ以下であることを特徴と
する請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記緑色蛍光体は、（Ｓｒ，Ｂａ）2ＳｉＯ4：Ｅｕ、βサイアロンおよび（Ｂａ，Ｓｒ
）3Ｓｉ6Ｏ12Ｎ2：Ｅｕからなる群から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする
請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記赤色蛍光体は、（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉ（Ｎ，Ｏ）3であることを特徴とする請求
項１乃至１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置が発する光は、特殊演色評価数Ｒ９の試験色についてのＣ*ａｂの値が、演色
性評価用基準光に基づく特殊演色評価数Ｒ９の試験色についてのＣ*ａｂの値の１０５％
以上の値であることを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記装置が発する光は、特殊演色評価数Ｒ１１の試験色についてのＣ*ａｂの値が、演
色性評価用基準光に基づく特殊演色評価数Ｒ１１の試験色についてのＣ*ａｂの値の１１
０％以上の値であることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置が発する光は、特殊演色評価数Ｒ１２の試験色についてのＣ*ａｂの値が、演
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色性評価用基準光に基づく特殊演色評価数Ｒ１２の試験色についてのＣ*ａｂの値の１０
３％以上の値であることを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１８】
　肉照射用である、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１９】
　野菜照射用である、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
　鮮魚照射用である、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
　一般用である、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２２】
　第１の展示物を展示するための装置としての請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の
装置と、特殊演色評価数Ｒ１～Ｒ１４のそれぞれの試験色についてのＣ*ａｂの値の平均
値と前記第１の展示物を展示するための装置における当該平均値との差が０．５以上であ
る光を出射する第２の展示物を展示するための装置を備えたことを特徴とする展示物を展
示するためのシステム。
【請求項２３】
　第１の展示物を展示するための装置としての請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の
装置と、特殊演色評価数Ｒ９の試験色についてのＣ*ａｂの値と前記第１の展示物を展示
するための装置における当該値との差が０．５以上である光を出射する第２の展示物を展
示するための装置とを備えたことを特徴とする展示物を展示するためのシステム。
【請求項２４】
　第１の展示物を展示するための装置としての請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の
装置と、特殊演色評価数Ｒ１１の試験色についてのＣ*ａｂの値と前記第１の展示物を展
示するための装置における当該値との差が０．５以上である光を出射する第２の展示物を
展示するための装置とを備えたことを特徴とする展示物を展示するためのシステム。
【請求項２５】
　第１の展示物を展示するための装置としての請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の
装置と、特殊演色評価数Ｒ１２の試験色についてのＣ*ａｂの値と前記第１の展示物を展
示するための装置における当該値との差が０．５以上である光を出射する第２の展示物を
展示するための装置とを備えたことを特徴とする展示物を展示するためのシステム。
【請求項２６】
　第１の展示物を展示するための装置としての請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の
装置と、前記第１の展示物を展示するための装置が発する光の相関色温度とは異なる相関
色温度の光を出射する第２の展示物を展示するための装置とを備えたことを特徴とする展
示物を展示するためのシステム。
【請求項２７】
　第１の展示物を展示するための装置としての請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の
装置と、平均演色評価数Ｒａの値が８０以上である光を出射する第２の展示物を展示する
ための装置を備えたことを特徴とする展示物を展示するためのシステム。
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